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船舶事故調査報告書 

 

                            平成２４年１２月１３日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  横 山 鐡 男（部会長） 

                         委   員  庄 司 邦 昭 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２４年８月２３日 １２時２９分ごろ 

発生場所 兵庫県神戸市神戸空港南方沖 

神戸空港東進入灯台Ｅ１施設灯から真方位１７１°３.２海里

（Ｍ）付近 

（概位 北緯３４°３４.９′ 東経１３５°１５.１′） 

事故調査の経過  平成２４年８月２４日、本事故の調査を担当する主管調査官（神戸

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。  

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ コンテナ船 ひよどり、７４９トン 

   １４０４７５、株式会社イコーズ 

   ９６.８１ｍ×１４.００ｍ×６.８５ｍ、鋼 

   ディーゼル機関、２,０５９kＷ、平成１９年１月２４日 

Ｂ 液体化学薬品ばら積船 光陽
こうよう

丸、１９９トン 

   １３１８４０、有限会社岡峯海運（以下「Ｂ社」という。） 

   ４３.０３ｍ（Lr）×７.８０ｍ×３.４０ｍ、鋼 

   ディーゼル機関、４４１kＷ、平成１年６月２２日 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ５１歳  

四級海技士（航海） 

免 許 年 月 日 平成２０年７月２日 

免 状 交 付 年 月 日 平成２０年７月２日 

免状有効期間満了日 平成２５年７月１日 

航海士Ａ 男性 ４８歳 

五級海技士（航海） 

免 許 年 月 日 平成２４年６月２０日 

免 状 交 付 年 月 日 平成２４年６月２０日 

免状有効期間満了日 平成２９年６月１９日 

Ｂ 機関長Ｂ 男性 ４５歳 

   五級海技士（航海） 

免 許 年 月 日 平成７年８月４日 

免 状 交 付 年 月 日 平成２２年２月２５日 

免状有効期間満了日 平成２７年８月３０日 
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   五級海技士（機関） 

免 許 年 月 日 平成５年１１月１５日 

免 状 交 付 年 月 日 平成２２年２月２５日 

免状有効期間満了日 平成２７年８月３０日 

乗組員Ｂ 男性 ７１歳 

   五級海技士（航海） 

免 許 年 月 日 昭和４６年７月１６日 

免 状 交 付 年 月 日 平成２２年７月２６日 

免状有効期間満了日 平成２７年９月２４日 

五級海技士（機関） 

免 許 年 月 日 昭和３９年８月７日 

免 状 交 付 年 月 日 平成２２年７月２６日 

免状有効期間満了日 平成２７年９月２４日 

 死傷者等 Ａ なし 

Ｂ 軽傷 １人（乗組員Ｂ） 

 損傷 Ａ 左舷船首部外板及びバルバスバウに凹損、左舷船首側手すりに曲

損 

Ｂ 右舷船尾部外板に凹損、船橋甲板右舷後部手すりに曲損、冷却水

の船外バルブ、バルブに接続するパイプ３本及びトイレの汚物管

が破損 

 事故の経過 Ａ船は、船長Ａ及び航海士Ａほか４人が乗り組み、神戸空港南方沖

を自動操舵で針路２０９°（真方位、以下同じ。）速力１１.７ノット

（kn）（対地速力、以下同じ。）で航行中、単独で船橋当直中の航海士

Ａが、平成２４年８月２３日１２時０８分ごろ、左舷船首約４０°距

離３.５Ｍ付近に横切り船のＢ船をレーダー映像及び目視により確認

し、衝突の虞があることが分かったが、視界良好でＡ船とＢ船の２船

だけの横切り関係であり、船間距離が約１Ｍとなった時に船橋に当直

者がいることを双眼鏡で確認できたので、航海士Ａは、Ｂ船の当直者

はＡ船に気付いており、いずれＡ船を避航するものと思い、針路速力

を保持して航行を続けた。 

航海士Ａは、船間距離が約０.５Ｍとなった時、Ｂ船が最終的に左

転して避航すると思い、操舵スタンドの前で手動操舵の準備をしてい

たが、Ｂ船の針路速力が変わらなかったので、Ｂ船に対して警告する

目的で長音を１回吹鳴したところ、船橋右舷後部で事務処理中の船長

Ａが、初めて事態に気付き、航海士Ａを押しのけて直ちに手動操舵で

右舵３５°機関中立としたが、１２時２９分ごろＡ船の左舷船首とＢ

船の右舷船尾外板が衝突した。 

Ｂ船は、機関長Ｂ及び乗組員Ｂの２人が乗り組み、神戸空港南方沖

を明石海峡に向け、針路約２８１°速力約１０kn で航行中、単独で船

橋当直中の乗組員Ｂが、船橋前面中央部に腰を掛け、自動操舵とし、
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目視による前方のみの見張りを行い、船橋内左舷側の扇風機の調整を

行った後、席に戻ろうとした時に右舷直近のＡ船に気付き、直ぐに手

動操舵に切り替えて左舵３５°としたが、Ｂ船の右舷船尾部とＡ船の

船首部が衝突した。 

乗組員Ｂは、左上腕部に擦過傷を負い、Ｂ船は、機関室内の冷却水

バルブが破損して航行不能となり、阪神港神戸区において応急修理を

実施した。 

Ａ船は、自力航行可能であり、仕向け地の名古屋に向けて航行し

た。 

 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風向 南、風力 ３、視界 良好 

海象：波高 約０.５ｍ 

 その他の事項 

 

船長Ａは、本事故当時、航海士Ａに対し、操船上の不安があった

ら、すぐに自分に報告するように指示した後、船橋右舷後部で事務処

理を行っていたが、航海士Ａから報告が無かったので、航海士Ａが汽

笛を吹鳴するまで、Ｂ船との衝突の危険性に気付かなかった。 

航海士Ａは、当初、自分だけで対応できると考えていたので、船長

Ａに対する報告を行わず、また、船間距離が近づくにつれてＢ船の動

静と即座に右舵を取ることに意識を集中し、それ以外のことを考えら

れなくなって報告することを忘れた。 

航海士Ａは、当初、自動衝突予防援助装置でＢ船の動静監視を設定

していたが、方位変化があったように思い、動静監視の設定を解除

し、電子方位距離線（レーダー画面上で自船からの方位及び距離を測

定するために使用するもの）による方位変化のみを監視した。 

Ｂ船は、通常から夜間及び視界制限状態以外はレーダーを起動して

おらず、本事故当時もレーダーは起動していなかった。 

機関長Ｂは、Ｂ社の取締役であり、Ｂ船の船舶管理を実質的に担当

していたが、独自の判断で８月１５日に船長を雇止めの手続きをとら

ないまま休暇下船させ、入れ替わりに乗組員Ｂを雇入れの手続きをと

らないまま乗船させて８月１６日から２人だけで乗船していた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ船は、神戸空港南方沖を南西進中、航海士Ａが、左舷側から前路

を横切るＢ船と衝突する虞があることが分かっていたものの、視界良

好で２船間だけの横切り関係であり、船橋に当直者を確認できたの

で、いずれ、Ｂ船が避航すると思い、衝突直前まで針路及び速力を保

持して航行を続けたことから、船長Ａが避航動作をとったが、Ｂ船と

衝突したものと考えられる。 

航海士Ａが、衝突予防援助装置を適切に使用していれば、警報によ
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り、早い段階で船長Ａが衝突の危険性に気付いた可能性があると考え

られる。 

Ｂ船は、神戸空港沖を西北西進中、乗組員Ｂが、前方のみを見て見

張りを適切に行っていなかったことから、衝突直前にＡ船に気付き、

Ａ船と衝突したものと考えられる。 

Ｂ船は、法定職員である船長を乗り組ませていなかった。 

原因 本事故は、神戸空港南方沖において、Ａ船が南西進中、Ｂ船が西北

西進中、航海士Ａが、左舷側から前路を横切るＢ船と衝突する虞があ

ることが分かっていたものの、Ｂ船が避航するものと思い、衝突直前

まで針路及び速力を保持して航行を続け、また、乗組員Ｂが見張りを

適切に行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したも

のと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・船橋当直者は、船長への報告を密に行うとともに、衝突の虞があ

る場合、速やかに避航動作をとること。 

・衝突予防援助装置等の航海計器を活用すること。 

・船橋当直者は、見張りを行う際は一方向のみに集中することな

く、四囲の見張りを適切に行うこと。 

・法定職員である船長を乗り組ませること。 

 




